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平成２０年青森県登録販売者試験について 

 

１ 概要 

  出願者 ６９２名 

  受験者 ６８０名 

  合格者 ３６１名   合格率 ５３．１％（四捨五入） 

 

２ 合格基準 

  総得点の７割であって、かつ、各項目の得点が４割以上 

 

３ 試験成績 

 
手引き第１章 

（２０点） 

手引き第２章 

（２０点） 

手引き第３章

（４０点） 

手引き第４章 

（２０点） 

手引き第５章 

（２０点） 

総得点 

（１２０点） 

最高得点 ２０ ２０ ３９ ２０ ２０ １１５ 

最低得点 ６ ３ ８ ２ ２ ４０ 

平均点 １６．２ １４．５ ２４．７ １３．２ １５．２ ８３．８ 

  ※平均点は四捨五入 

 

注意事項 

（１）得点の閲覧 

得点の閲覧を希望する方は、受験票及び身分を確認できるもの（運転免許証等）を持

参し、青森県庁北棟６階の医療薬務課へお越しください。（地下に駐車場あり。） 

閲覧受付期間 

平成２０年１０月１日（水）～ １０月３１日（金） 午前９時～午後５時 

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

 

（２）受験票 

不合格者のうち、次回の登録販売者試験を受験する方については、受験票をもって添

付書類に代えることを認めますので、紛失しないでください。 

紛失した場合は、通常どおり添付書類が必要となります。 

 

（３）合格通知書 

合格通知書の発送は、１０月下旬となります。 

 

（４）登録申請受付開始予定 

登録申請の受付は来年３月１日を予定しています。 

 

 



４ 正解 

  問３０、４７、５６、７０、９０、１０５については、不適切問題として取扱い、全員に加点しました。 

問 正解  問 正解  問 正解 

問１ 4  問４１ 1  問８１ 5 

問２ 4  問４２ 2  問８２ 2 

問３ 2  問４３ 1  問８３ 1 

問４ 1  問４４ 5  問８４ 3 

問５ 3  問４５ 3  問８５ 3 

問６ 1  問４６ 4  問８６ 4 

問７ 2  問４７ 全員加点  問８７ 4 

問８ 2  問４８ 2  問８８ 1 

問９ 3  問４９ 3  問８９ 5 

問１０ 1  問５０ 4  問９０ 全員加点 

問１１ 1  問５１ 1  問９１ 5 

問１２ 3  問５２ 2   問９２ 1 

問１３ 4  問５３ 3  問９３ 2 

問１４ 4  問５４ 2  問９４ 3 

問１５ 4  問５５ 2  問９５ 2 

問１６ 5  問５６ 全員加点  問９６ 4 

問１７ 2  問５７ 1  問９７ 3 

問１８ 5  問５８ 4  問９８ 1 

問１９ 3  問５９ 3  問９９ 1 

問２０ 3  問６０ 5  問１００ 4 

問２１ 2  問６１ 3  問１０１ 1 

問２２ 1  問６２ 5  問１０２ 5 

問２３ 3  問６３ 1  問１０３ 2 

問２４ 5  問６４ 3  問１０４ 3 

問２５ 3  問６５ 3  問１０５ 全員加点 

問２６ 2  問６６ 3  問１０６ 4 

問２７ 3  問６７ 3  問１０７ 5 

問２８ 2  問６８ 1  問１０８ 3 

問２９ 3  問６９ 1  問１０９ 5 

問３０ 全員加点  問７０ 全員加点  問１１０ 4 

問３１ 5  問７１ 3  問１１１ 3 

問３２ 3  問７２ 5  問１１２ 1 

問３３ 1  問７３ 2  問１１３ 5 

問３４ 3  問７４ 2  問１１４ 4 

問３５ 5  問７５ 4  問１１５ 2 

問３６ 4  問７６ 3  問１１６ 1 

問３７ 1  問７７ 4  問１１７ 3 

問３８ 2  問７８ 1  問１１８ 2 

問３９ 2  問７９ 3  問１１９ 2 

問４０ 4  問８０ 4  問１２０ 1 

 



（北海道・東北ブロック統一の見解として各道県試験委員が了承し福島県が作成したもの） 

５ 不適切問題について 

 

問３０ 

 厚生労働省で作成した「試験問題の作成に関する手引き（以下「手引き」とする。）」に、香り

による健胃作用を期待して用いられる生薬（芳香性健胃薬）としてオウゴンが例示されており、

「１ オウゴン」を正答として出題しましたが、文献によっては芳香がないとしているものもあり、

オウゴンの分類を芳香性健胃薬に限定することには無理があると判断しました。  

 

問４７ 

 ｄが正しい記述であるとして出題しましたが、アレルゲンが関与せず皮膚への物理的刺激等

により発現する蕁
じ ん

麻疹
し ん

を「アレルギー症状」と表現することは適切でないと判断しました。  

 

問５６ 

 試験問題に「２ サンシン」と印刷されていたため、試験会場で「２ サンシシ」と訂正するよう

説明しましたが、一部の会場で訂正内容が正確に伝わらなかった可能性があります。  

 

問７０ 

 ｃが正しい記述であるとして出題しましたが、手引きでは「骨は生きた組織であり」と記載され

ています。 

 「細胞」は骨を構成する要素の一つであり正確な記述ではないと判断しました。 

 

問９０ 

 手引きに「糖尿病に対する効能効果は、一般用医薬品において認められていない。」と記載

されており、ｃを誤った記述として出題しましたが、市販されている一般用医薬品の中に糖尿

病への効果が認められているものがありました。 

 

問１０５ 

 「カフェインを主薬とする眠気防止薬の添付文書には、「胃酸過多の症状がある人は（専門

家に）相談すること」を注意事項として記載する」との記述が手引きにあり、「４  無水カフェイ

ン」を正答として出題しましたが、「胃酸過多の症状がある人は服用しないこと」が添付文書に

記載すべき正しい注意事項でした。 

 

 


